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22

本日のプレゼンテーション

• ISO２６０００の国際審議

• ISO26000の概要

• ＩＳＯ２６０００の日本への影響
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Ⅰ． ISO２６０００

（社会的責任のガイダンス）
国際審議

44

ISO（国際標準化機構）

IEC（国際電気標準会議）

ITU（国際電気通信連合）

- 参加国：１５７ヶ国
- 日本代表：日本工業標準調査会(JISC)

- 規格数：１６，４５５
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ISOにおける規格開発の流れ(従来の標準に加え）
1980年代：品質の確保 “質”確保のシステム ISO 9001
1990年代：環境保護 リオサミットを契機とした環境配慮

ISO 14001
2000年代：社会性（社会・経済・環境の調和）

“ISO 戦略計画 ２００５－２０１０”との合致

国際規格による持続可能な開発への寄与（経済成長、

環境、社会的平等性）

ISO26000は経済成長、環境、社会的平等性に関与し寄

与する。

“Standards for a sustainable world”

66

ISO/SRの規格策定の経緯（１）

ISO/COPOLCO    2001-2002

ISO/TMB/SAG on SR  2003-2004

ISO/TMB/WG on SR    2005-2010?

ISO26000

※ISO消費者政策特別委員会

※ISO高等諮問委員会

※ISO ワーキンググループ

約１０年の歳月を
かけて公表！！

（消費者からＣＳＲ規格の要請）

（ISO初のマルチステイクホル

ダーミーティングの検討）

（ISO加盟国、国際機関の参

加によるドラフト策定の開始）

【
準
備
会
合

】

【
国
際
標
準
策
定
Ｗ
Ｇ
】
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レポートは以下の点について言及

1)ＳＲとは何か、2)SRの標準化、3)ISOのＳＲ分野における能力

勧告の主な内容

ISOはSRの標準化を推進するための7つの前提条件（ILOとの
連携、他のｶﾞｲﾀﾞﾝｽとの相違の見極め等）を提示。

適合性評価に利用されないｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ作成を推奨

途上国の参加強化を推奨

既存の技術委員会ではなく新たな委員会の設置を推奨

標準化の議論には利害関係者の参画を要請 等

8

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾄﾞｷｭﾒﾝﾄとは以下の要件を満たす文書であり、それに照らして適合性を評
価するための文書とすべきでない。

企業および他の組織でも利用できる

結果およびパフォーマンスの改善を協調する

この分野の一般用語を採用する

様々な文化、社会及び環境のSRに対応できる

他（既存）のSR規則を補完できる

政府が果たすべき役割を弱めるものではない

組織の規模を問わず有用である

ＳＲの運営、利害関係者の特定、信頼性の確保に係る手段を提供する

明確な書きぶりである
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ISO/SRの規格策定の経緯（２）

第３回ISO/SRリスボン総会 2006.5

第４回ISO/SRシドニー総会 2007.1

第５回ISO/SRウィーン総会 2007.11

※WD１の審議

※WD２の審議

※WD３の審議

第６回ISO/SRサンチアゴ総会 2008.9
※WD４の審議、

ＣＤ登録決定

第１回ISO/SRｻﾙﾊﾞﾄｰﾙ総会 2005.3

第２回ISO/SRバンコック総会 2005.9

※ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ設定

※ドラフト仕様書

【セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
】

【
エ
キ
ス
パ
ー
ト
会
合
】
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日程：２００８年９月１日（月）～５日（金）
場所：サンチアゴ（チリ）
参加者：計76カ国、32Dリエゾンから約400名
主な議題：
①WGKT（WG Key Topics）の検討

a. 国際的行動規範
b. SRイニシアチブの参照
c. 政府の言及
d. 影響範囲
e. ピック・アンド・チューズ

②章別課題の検討
③CD登録の承認
④今後の作業スケジュールの承認

日本からの参加：１５名
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約5200に及ぶWD4.2コメントから抽出された５つ

の主要課題及び各章別課題について、今後の進
め方を確認し、CD化を決議。

IDTFによる作業を継続することを確認するとともに、
TG4、TG5及びTG6の活動を一時停止することを

決議。

プロジェクトプラン（N44 rev3）を再確認。発行時期
は2010年第3四半期。

13

1414

TG1（資金援助・ステークホルダーエンゲージメン
ト）及びTG2（コミュニケーション）
- すべてのステークホルダーの関与を促進するための資金

調達メカニズム構築に対する継続的取組みへの呼びかけ

TG3（運営手順）
- DIS段階で必要となる手続きの検討・作成（N131rev1）

14
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Ⅱ． ISO２６０００

（社会的責任のガイダンス）
の概要

16

規格文書はISOにおけるガイダンス文書(指針文書）であり、かつ第三者

認証を目的とはしない。

次の文書を適用することが適切である。
“この国際規格は、ステークホルダーとのコミュニケーションを考慮し、組
織がSR制度を構築することを可能にするためのガイダンスを提供するも
のである。この規格は、認証、法規制、契約を目的とするものではない。”

この規格では文書全体を通して、“should（～することが望ましい）”を使
用する。

2004年9月“New work item proposal-Social responsibility
(新規作業項目提案-社会的責任）”より。
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ガイダンス(指針）文書

“should”文 「～するのがよい」「～することが望ましい」で
記載される。

＊適合性評価（規定要求事項（明示されたニーズ又は期待）の充足に関
連する）文書は、“shall”文 「～しなければならない」「～とする」で記載
される。

参考：
‐第三者認証に用いられるISO 9001/14001では”shall”文
‐指針文書であるISO 9004/14004では”should”文
が使用されている

18

英語表記 意味の区別 日本語 注記

shall 指示又は要求 ・・・(し）なければならない

。

・・・する。

・・・とする。

・・・による。

規格に適合するためには、
厳密にこれに従い、これか
ら外れることを認めない。

shall not 禁止 ・・・（し）てはならない。

・・・（し）ない。

should 推奨 ・・・することが望ましい。

・・・するのがよい。

このほかでもよいが、これ
が特に適しているとして示
す。又はこれが好ましいが
、必要条件とはしない。

should 
not

緩い禁止 ・・・しないほうがよい。 これは好ましくないが、必
ずしも禁止しない。

JIS Z 8301 規格票の様式及び作成方法 より
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適合性評価を目的としない。
2004年6月、ISO技術管理評議会(TMB）は、ISOが社会的責任規格を開
発するにあたり、適合性評価を目的とする規格を開発しないことを決議。

ISO/TMB決議35/2004より

ISO 26000はMSSではない。
2005年9月、ISO技術管理評議会(TMB)は、ISO 26000を要求事項を含
んだマネジメントシステム規格（MSS）として開発しないことを決議。

ISO/TMB決議 38/2005より

2020

ISO26000 規格構成

第１章 適用範囲

第６章 ＳＲの主題
に関するガイダンス

第５章 ＳＲの認識及び
ステークホルダーエンゲージメント

第７章 ＳＲの組織全体へ
の統合に関するガイダンス

第２章
用語・定義

第３章
ＳＲの理解

第４章
ＳＲの基本原則
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マイナスの影響プラスの影響

組織の意志決定・活動

ISO/SRとは ?

･消費者

ステイクホルダー
との連携

･NGO

経済的側面 社会的側面 環境的側面

あらゆる組織の行動
･株主
･従業員

･顧客

組織のあらゆ
る活動とSRの

行動を統合。

SR 
社会的責任

NewNew

New

1. 環境 2. 人権 3. 労働慣行 4. 消費者課題

5. 組織のガバナンス 6. 公正な事業活動
7. コミュティと社会への貢献

SR の主要課題

･労働

･政府機関

2222

第３章 ＳＲの理解

●歴史的背景

●ＳＲの適用の変化

ＳＲの背景

CSRからSRへ

主要課題の変更
はありうる

●最近動向

●ＳＲの特徴

ＳＲの概念

社会の期待
ステイクホルダーの
役割
組織全体へのSRの

統合
持続可能な発展への
貢献

●国家とＳＲ

中小組織
（SMO）の

考慮事項
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中小組織は、大組織よりも柔軟かつ略式な場合があ
ることを考慮

７つの主題から関連課題を特定する際、組織の背景、
状況、リソース、ステークホルダーの認識を考慮

持続可能な開発にとり最大の重要性をもつ課題及び
影響に焦点をあわせる

同業者及び業界団体と共同で行動を進める

関連政府当局、業界団体、同業組織などは、この国
際規格を使用するための指針やプログラムの作成を
することで、中小組織を補助することを奨励

23

ボックス１ ISO26000と中小組織（SMO）

2424

第４章
ＳＲの

基本原則

倫理的行動

法令の尊重

国際的行動
［規範］［期待］

の尊重

人権の尊重

ステイクホルダーの
関心の尊重と考慮

説明責任

透明性
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ＳＲの認識
影響、利害、期待

ＳＲの中核主題及び課題の認識

ＳＲと組織の影響力の範囲

ステークホルダーの特定及びステーク
ホルダーエンゲージメント

25

2626

人権

労働慣行

環境

公正な事業活動

ｺﾐｭﾆﾃｨと社会への貢献

消費者課題

①市民的、政治権利
②経済的、社会的、文化的権利

③弱者グループ
④労働における基本的人権

①雇用及び雇用関係

②労働条件及び社会的保護
③社会的対話 ④職場の安全衛生
⑤人的（資源）開発

第６章
ＳＲ主題
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

①汚染防止 ②持続可能な消費

③気候変動への「緩和」と「適応」

④生態系(Ecosystem)

①反汚職及び反贈収賄②責任ある政治的活動

③公正な競争④ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝを通じたSR推進

⑤財産権

①社会開発への貢献②経済発展への貢献

③コミュニティ参画

組織のガバナンス
①法令遵守

②説明責任

③透明性

④倫理的行動

⑤ｽﾃｲｸﾎﾙﾀﾞｰとその関心事の認識

①公正な運営、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、情報活動

②消費者の健康及び安全の保護

③製品リコールのメカニズム

④環境的・社会的に有益な商品サービスの提供と開発

⑤消費者サービス及び支援

⑥消費者データ保護及びプライバシー

⑦必要不可欠な物品、サービスへのアクセス

⑧持続可能な消費・教育・啓発
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第７章 – ＳＲの組織全体への統合に関する
ガイダンス ｰ コンセプト

理解

統合

実施コミニュ
ケーション

ステイクホル
ダーとの協働

ステイクホルダーエンゲージメント

評価

社会的責任の実施

信頼の強化

ステイクホルダーエンゲージメント

● SRの背景の理解
– 組織の概観図の理解
– SRの境界線及び背景の解析
– ステイクホルダーの関心の理解

●ステイクホルダ
との協働
– 同定プロセス
– 関心の優先順位
– エンゲージメントの
プロセス

● SRの統合
– 組織の社是/ビジョ
ンにSR原則を適用、
関連付け
– 目標及び戦略の
策定

● 日常活動のSRの実施
– 気付きの向上及び能力構築
– 戦略に対する構成の設定と運用のレビュー
– SRの目標設定
–アクションプラン、手段、実施

●SRのコミニュケーション
– SRのコミニュケーションのタイプ
– コミニュケーション及びメディアの形式に関
する計画と選定
– SRコミニュケーションにおけるステイクホル
ダーエンゲージメント

●SRの活動及び実施の
評価
– 組織的な評価
– 改善オプション

●組織のSRアプローチ
の信頼強化
– 信用に基づく関係の
便益
– assuranceのレベルと
形式
– 例示ボックス

2828

ISO26000ガイダンスの利用（1）

●組織の社会的責任に関する実施ガイダンス

として、国際レベルの共通言語として期待。

－ 組織のトップから担当者まで

－ ステークホルダーグループ
様々な

ガイダンス

利用者 － SR関連制度・システム提供者

・・・
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ISO26000ガイダンスの利用（2）

●国際、各地域、各国、各組織、各ステークホ

ルダーで、実に様々な利用形態が想定される。

1．ISOで合意されたSRの概念の理解（解釈）

2. 7分野35の国際的な課題及びその対応

3. SRに取組むための実施ガイダンス

3030

ISO26000ガイダンスの利用（3）

●国際レベルでの課題を理解、そして自らの活

動を点検し、日常の活動に反映する機会。

1．環境、労働慣行、人権、消費者課題

2. 組織統治、公正な事業活動

3. 社会開発 －コミュニティと社会への貢献－
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ISO26000ガイダンスの利用（4）

●SRの実施ガイダンスは、初めてSRに取り組

む方々のための指針と期待される。

1．ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾐｭｹｰｼｮﾝは、何？

どのように取り組めばいいのか？

2.自主的、自発的活動を行う意義は何？

どのように、どこまで、何を実施するのか？

3.自らの活動に組込むSRのメリットは何ですか？

3232

Ⅲ．ISO26000の
日本への影響
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７８ヶ国、３７リエゾンによる
コンセンサス形成プロセスの成果

２０１０年のＩＳＯ２６０００の公表
国際的意義

ISO/COPOLCOから
10年の作業成果

（２００１～２０１０年末予定）

ISOの従来の枠組み

を超える検討の実施
マルチステイクホルダーミーティ
ングによるコンセンサス形成

●前提条件1：国際的な評価がポイント

3434

実効性がある
具体的なガイダンス

あらゆる組織が利用
できる汎用性がある
ガイダンス

トレイドオフ
の関係

●前提条件2：実効性を確認することが必要

CSR寄りの

国際標準？

如何なる組織も、
直接、利用でき
ない国際標準？

国際標準の運
用面で混乱？
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国際対応

●国内のＳＲ実施者は、段階的に対応。

国内対応

各国における政策ツールへの活用
国際機関、地域機関の認識
民間機関等の対応（GRI, SA8000）

企業・ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝから対応開始

ＣＳＲ担当者による確認作業
あらゆる組織の気付き・意識向上
霞ヶ関の各府省の動き？

ＣＳＲからＳＲへの広がり？

3636

組織統治

●ISO26000の7コアイシュー別に整理

： 内閣府、経産省

： 内閣府､厚労省

： 内閣府、厚労省

： 経産省、国土交通省、環境省

：内閣官房、公正取引委員会

： 内閣府、農水省、経産省

人 権

労働慣行

環境課題

公正な事業活動

消費者課題

社会開発 ： 総務省、文科省、経産省
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3737

●平成20年に、SRの取組み推進に向けた

ステークホルダー円卓会議（仮称）を開催

－ 「国民生活における安全・安心の確保策について」
（平成19年6月 国民生活審議会意見）

国民生活審議会

－ 生活安心プロジェクト「緊急に講ずる具体的な施策」
（平成19年12月 関係閣僚会合）

－ 長期戦略指針策「イノベーション25」
（平成19年6月 閣議決定）

3838

ISO9000ファミリー

ISO26000

５年毎の見直し

●長期的に、その影響が伝播する任意規格

（1987年～）

ISO26000 - xxxx

ISO9001認証 ：８９７，８６６

ISO14001認証：１２９，１９９
(2006末現在)

国際レベル
の社会的要請
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3939

ＩＬＯ

国連グローバルコンパクト

－2005年3月 締結

－2006年11月 締結

●ISOは、各国際機関と、SRガイダンスの国際

標準作成の協議・協力の体制を実現。

※ILO、国連グローバルコンパクト、OECDの国際規範に基づく
CSR推進は、昨年6月のＧ8サミットで取り上げられた。

4040

イタリア政府

カナダ政府

－2006年5月 社会連帯省が誕生。
Ministry of Social Solidarity (MoSS)

－2006年 CSR国家ラウンドテーブル

－ＣＳＲフレームワークメカニズム

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ政府

●各国、各地域でＣＳＲ、ＳＲが着実に進展中

－2007年7月 天然資源関連企業へ

のＣＳＲプログラムを義務付け(会社法)

ﾏﾚｰｼｱ政府 －2007年末 CSR活動報告の義務付

け(上場企業が対象)
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4141

大学病院

NGO
自治体

政府機関

企業

USRHSR

OSR

CSR

あらゆる組織の社会的責任

SRの実施

OSR OSR

4242

組織の自主的、自発的な活動

ステークホルダーエンゲージメント

社会的責任のためのISOガイダンス
（国際・国内ルールは基本）



Ⅳ-2-(2)-① 経済産業省 資料

4343

Ⅳ．今後のスケジュール

444444

コメントの
整理と準備
（WG事務局、
IDTF）

CDに対する

コメント・投票
（NSBs）

総会結果に基づく
CDの作成
（IDTF）

１１
週間

１３週
間

第
６
回
サ
ン
チ
ャ
ゴ
総
会

第
７
回
ケ
ベ
ッ
ク
総
会

９．５
週間

２
０
０
８
年
９
月

２
０
０
８
年
１
２
月

（配
布
）

２
０
０
９
年
３
月

（投
票
）

２
０
０
９
年
５
月

CDの編集
（EC）

２．５
週間

２
０
０
８
年
１
１
月
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4545

２００９年５月１８～２２日 第７回ISO/SR総会（ケベック）

国際規格原案（DIS）作成のためのCDコメント検討

２００９年１０月 DIS投票開始（５ヶ月）

２０１０年 ４月 第８回ISO/SR総会（開催地未定）

最終国際規格原案（FDIS）作成のためのDISコメント検討

２０１０年 ６月 FDIS投票開始（２ヶ月）

２０１０年 ９月 ISO 26000発行

45

4646

参 考

○日本工業標準調査会(JISC)
http://www.jisc.go.jp/

○（財）日本規格協会(JSA)
http://www.jsa.or.jp/
http://iso26000.jsa.or.jp/contents/

○国際標準化機構(ISO)
http://www.iso.org/wgsr（会議資料）

http://www.iso.org/sr（広報資料）
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Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 1

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 2

OKUTA Family History
1992年 1月 有限会社PLUS設立（現OKUTAの前身、社員５名）

2002年 9月 リフォーム業界初「脱塩化ビニルクロス」宣言（経営改革着手）

無添加リフォームブランド発足、健康・環境配慮型ビジネスへの大転換
2002年10月 建材ショップ「住宅創庫」設立（材・工分離：コト、モノを分離した価値提供）

小工事専門 Handyman.jp事業部発足（アフターメンテナンス）
2003年 4月 NPO Eco Reform推進協議会設立、ｴｺﾘﾌｫｰﾑﾏｽﾀｰ認定制度

2003年 6月 ミッション・ステートメント制定(ミッション経営）
2004年 1月 創業オーナーの奥田勇が会長へ、山本拓己社長就任
2004年 4月 LOHAS college開校（インナーカレッジ、独自の価値観浸透）
2004年 9月 店舗をLOHAS studioに名称変更、来店型コミュニケーションスペース（10店舗）
2005年 5月 中国山東省に無添加オリジナル建具の合弁会社設立
2006年10月 JERCOデザインコンテスト 全国最多１５作品入賞
2007年11月 第４回エコプロダクツ大賞審査委員長特別賞受賞
2008年 3月 日本環境経営大賞 環境プロジェクト賞受賞
2008年10月 JERCOデザインコンテスト 全国最優秀賞受賞 （部門別最優秀賞4賞中3賞受賞）

CO2削減量を表示した見積りサービス「いいコスト」開始
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Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 3

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 4

レスター・Ｒ・ブラウン（LESTER R.BROWN）
1998年 「エコ経済革命」出版

地球環境問題のシンクタンク

ワールドウォッチ研究所創立者

地球白書を発刊

新しい価値創造 ＝ エコ・エコノミーの創出、プランAからプランBへ
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Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 5

OKUTA Family ミッション・ステートメント

OKUTA Familyは、誠実な社員と理解ある顧客と健全なる取引先との

最高の信頼関係を構築し、地球環境の原則を尊重する企業を目指す！

OKUTA 経営方針

株式会社OKUTAは、OKUTA Familyミッションステートメントに従い、
OKUTA Family各社と補完しあい、住宅リフォーム事業を通じて、

自然素材を多用した健康で環境配慮型の住文化のあり方を提案し、
最高の価値を創造する。

そのために「個」を尊重し、「知」を結集し、「信頼」を得る努力を怠らない。

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 6

デザイン性

ライフスタイル

家族の関係性

意識・価値観の変化

化学的 要因

生物的 要因

物理的 要因

心の豊かさ

安全性・耐久性

製造負荷

資源循環性

廃棄負荷

省エネ

メンテナンス性



Ⅳ-2-(2)-② 株式会社ＯＫＵＴＡ（オクタ） 資料

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 7

健康、環境配慮、デザイン性という
新しい付加価値創造

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 8

・LOHASをキーワードにしたコミュニケーションスペース

・2006年よりＬＯＨＡＳな雑貨の取扱いもスタート

・厳選された自然素材を使ってデザインされた抗酸化空間



Ⅳ-2-(2)-② 株式会社ＯＫＵＴＡ（オクタ） 資料

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 9

Copyright OKUTA Family All Rights Reserved. 10

07年12月 「カーボンオフセットクリック募金」開始

09年 2月 NPO green bird大宮 立ち上げ
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1

知恵と情熱で社員の幸せとお客様満足の向上をめざす

http://kk-koyama.net/

2

株式会社コヤマ

我が社における

ＣＣ ＳＳ ＲＲ 活活 動動

2009.2.6
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3

会会 社社 紹紹 介介 所所 在在 地地

徳内祭りそば街道

東沢ばら公園

最上川三難所

山形県村山市山形県村山市

4

会会 社社 紹紹 介介 概概 要要

設 立 ： １９７６（昭和５１）年４月

代表取締役： 小山喜代司

社 員 数 ： １５５名（中国実習･研修生１７名 協力会社４１名 総計２１３名）

事 業 内 容 ： コンピュータ用コネクタ・ケーブル加工組立

工業用粘着テープスリット加工

医療用器具加工組立
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5

会会 社社 紹紹 介介 沿沿 革革

１９７６年（昭和５１）１９７６年（昭和５１） 山形県村山市大久保地区にて７名で創業山形県村山市大久保地区にて７名で創業

１９８５年（昭和６０）１９８５年（昭和６０） 法人化法人化 株式会社コヤマ株式会社コヤマ となるとなる

１９８７年（昭和６２）１９８７年（昭和６２） 現在地（村山市碁点地区）に第２工場棟建設現在地（村山市碁点地区）に第２工場棟建設

１９８９年（平成１９８９年（平成 元）元） 全天候型ナイター設備テニスコート全天候型ナイター設備テニスコート 完成完成

１９９０年（平成１９９０年（平成 ２）２） 第３工場棟建設第３工場棟建設

１９９１年（平成１９９１年（平成 ３）３） 現在地（村山市碁点地区）に本社及び第１工場移転現在地（村山市碁点地区）に本社及び第１工場移転

１９９３年（平成１９９３年（平成 ５）５） ミニゴルフ場ミニゴルフ場 完成完成

１９９８年（平成１０）１９９８年（平成１０） 中国技能研修・実習生受け入れ開始中国技能研修・実習生受け入れ開始
第３工場棟増設（第４工場）及び消防設備等第３工場棟増設（第４工場）及び消防設備等 整備整備

２００８年（平成２０）２００８年（平成２０） 第５工場棟建設第５工場棟建設

6

会会 社社 紹紹 介介 仕事も遊びも一生懸命仕事も遊びも一生懸命
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7

経経 営営 方方 針針

・経営と技術の絶えざる革新を進め、・経営と技術の絶えざる革新を進め、
企業の永続と繁栄をはかる。企業の永続と繁栄をはかる。

・創意工夫の思考（精神）を持ち、勤・創意工夫の思考（精神）を持ち、勤
勉を旨とする。勉を旨とする。

・従業員の生活向上と生きがいのあ・従業員の生活向上と生きがいのあ
る企業創りを目指す。る企業創りを目指す。

8

取取 組組 のの 背背 景景
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9

取取 組組 のの 背背 景景

25

24

27

70

9

0 20 40 60 80
人

５０代

４０代

３０代

２０代

１０代

年　齢　構　成男女比

女性
101人

男性
54人

２０・３０代

６３％

10

取組み状況取組み状況

4

9

7

2

6

3

8

7

2

6

0

2

4

6

8

10

‘０４年度 ‘０５年度 ‘０６年度 ‘０７年度 ‘０８年度

人

出産者 育休取得者

男性社員１名
育児休業
取 得

・母体保護最優先

・育児休業制度

・代替要員の確保

・休業中社内情報送付

・職場復帰直前講習

・職場復帰直後講習

・育児短時間勤務制度

・子の看護休暇制度

・看護休業制度
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11

取組み状況取組み状況

・育児に関する情報交換の場
・職場復帰時の疎外感軽減
・長期休業後復帰時の億劫
感の軽減

・“お互い様”の心

12
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13

取組み状況取組み状況

・就業規則への規定

・ポスター、社内報等によ

る周知

・相談窓口の設置

・就業場所
の配慮

・周りの理解

雇用率 ２．０１％

14

取組み状況取組み状況

・巡回パトロール・巡回パトロール １回１回//月月

・赤チン・ヒヤリハット・赤チン・ヒヤリハット

・定期健康診断実施・定期健康診断実施（全員）（全員）

有所見者へのフォロー有所見者へのフォロー

・生活習慣病予防健診・生活習慣病予防健診（希望者）（希望者）

保健師による健診事後指導保健師による健診事後指導

・作業環境測定・作業環境測定

有機溶剤・騒音・照度等有機溶剤・騒音・照度等

ワークライフバランス支援ワークライフバランス支援

・年次有給休暇取得促進・年次有給休暇取得促進

計画的付与制度導入計画的付与制度導入

有給休暇取得率有給休暇取得率

２００７年度実績２００７年度実績 ７５．２９％７５．２９％

・所定外労働削減促進・所定外労働削減促進
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15

16

取組み状況取組み状況

改善提案制度改善提案制度 全社員による職場環境・工程・品質等の改善提案提出全社員による職場環境・工程・品質等の改善提案提出
創業時より継続創業時より継続

ＱＣサークル活動ＱＣサークル活動 １９８８年（昭和６３）より開始１９８８年（昭和６３）より開始 発表会：２４回開催発表会：２４回開催

ＴＦＫ活動ＴＦＫ活動 １チーム２～３名で通常業務を離れ、１つの製品について１チーム２～３名で通常業務を離れ、１つの製品について
約２ヶ月間、生産性向上、品質改善について活動約２ヶ月間、生産性向上、品質改善について活動
１９９１年（平成３）より開始現在１８回完了１９９１年（平成３）より開始現在１８回完了

CMGCMG活動活動 生産技術係長を責任者とし、係毎各１名（技術担当）が通常生産技術係長を責任者とし、係毎各１名（技術担当）が通常

業務内で改善を行う業務内で改善を行う 生産性向上、コスト低減について活動生産性向上、コスト低減について活動
２００３年（平成１５）１月より開始２００３年（平成１５）１月より開始
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取組み状況取組み状況

社社 内内 ・・QCQC手法講習会（サークル員向け、新入社員向け）手法講習会（サークル員向け、新入社員向け）

・新入社員導入研修・新入社員導入研修
・リーダー養成勉強会・リーダー養成勉強会
・パソコン講習会（・パソコン講習会（ExcelExcel応用編、応用編、PowerPointPowerPoint入門編）入門編）
・内定者通信の発行・内定者通信の発行 月月11回全回全55回回 他他

社 外 ・管理者養成学校 各種訓練、セミナー（管理職の任務）

・雇用能力開発機構 講習会（作業管理や改善手法等）

・県産業技術振興機構 講習会（品質管理研修等）

・県労働基準協会 講習会

（有機溶剤、乾燥設備、プレス作業等の作業主任者講習）

・作業有資格免許取得（ｸﾚｰﾝ･ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）の為の講習会 他 多数

18
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19

取組み状況取組み状況

・地元小学・中学・高校生の会社見学受け入れ

・地元中学２校からのキャリア・スタート・ウィーク（職場体験学

習）受け入れ

・地元高校・技術系短大からのインターンシップ受け入れ

・地元工業高校開催インキュベーションセミナー講師

・地域清掃活動

・地域住民と中国技能実習生の交流

20

・社員の満足度が上がらなければ顧客・社員の満足度が上がらなければ顧客
満足の向上はあり得ない。満足の向上はあり得ない。

・縁があって入社した社員に未来を担う・縁があって入社した社員に未来を担う
一社会人として成長ほしい。一社会人として成長ほしい。

終わりに終わりに
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株式会社 ニラク

人資部 採用チーム

フィールド採用担当Mgr．佐藤淳子

ニラクの障がい者雇用
実際と課題

＜障がいを個性の一部と捉えて＞

会社概要

会社名：株式会社 ニラク

本部所在地：福島県郡山市駅前２-２-２
朝日生命郡山センタービル4階

設立：昭和44年8月27日

従業員数：1791名

事業内容：パチンコホール
（福島・宮城・山形・新潟・茨城・

埼玉・栃木・群馬・東京都などに43店舗）

ビジネスホテル・レストラン経営

ニラク郡山図景店
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ニラクの障がい者雇用率推移
33期 34期 35期 36期 37期 38期 39期

0.18 0.16 0.3 1.7 2.1 2.3 3
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
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ニラク障がい者雇用の現状
（Ｈ20.10.20現在）

重度身体障がい者数 3名（6）

重度知的障がい者数 6名（12）

身体障がい者数 6名（6）

知的障がい者数 20名（20）

重度身体障がい者数（短時間）

重度知的障がい者数（短時間）

精神障がい者数 5名（5）

精神障がい者数（短時間） 2名（1）

計 42名（50）

※2008年10月20日現在 雇用率＝3.6％
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タスクチームの目標

社員数2000人体制での

障がい者50名安定雇用の仕組みつくり

データ (タスク発足当時 Ｈ15.11）

12名の雇用義務がある中、9名不足

初期タスクチームの活動（社外へ）

障がい者雇用促進セミナーへの参加

障がい者職業生活相談員講習の受講（５名）

障がい者雇用促進セミナー全国大会参加

事業主地域間交流講習会参加

（報告レポート提出）

「精神障がい者ジョブガイダンス」の会場提供
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初期タスクチームの活動（社内へ）

①事務職での雇用開始

②障がい者雇用に対する店舗の考え方（ヒアリング）と

説明⇒ビデオをお借りして

③募集方法の確認（手続きの仕方）

④同業他社の取り組みについて情報収集

⑤当社外注の清掃業者への協力要請（ユニフォーム）

⑥半年ごとの時給考課システム導入

⑦「障がい者雇用イメージポスター」の作成と掲示

⑧社内報での社内告知と啓蒙

評価表
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社内
ポスター

社内報
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プロセス・面接までの進め方
「店舗への説明」：仕事の洗い出し

↓
「ハローワークへの届出」：郡山

↓
「専門機関への相談」：障がい者職業センター・
障がい者就業・生活支援センターへの協力要請

↓
「応募者への対応」：面接のセッティング

↓
「面接」：主に店舗にて

↓
「店舗実習」等を経て雇用へ
（トライアル雇用導入）

↓
判定ＭＴ開催

↓
フォローとアクシデントへの対応

ニラクを取巻く雇用支援環境

トライアル雇用
3ヶ月

常用雇用
実践
訓練期

基礎
訓練期

マッチング
期

障がい者
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ニラクの障がい者雇用の現状

店舗での清掃業務

１．パチンコ台

２．事務所・休憩室

３．トイレ

４．ポスター等

５．駐車場

６．お絞りの補充

７．シュレッダー作業

８．缶分別

９．パソコンでのデータ入力

10．ティッシュへの広告詰め
清掃業務

ホール接客

事務職

専門職

雇用の環境から学んだこと

１．本人の気質・性格の問題（コミュニケーション）
・面接では気付かなかったもの

２．家庭環境の問題（体調管理）
・家庭の応援・協力体制

３．慣れからくる人間関係の問題（社会性）
・3年目が危険

４．ジョブコーチの立会い（第３者の目で）

【ポイント】戦力であること→いてほしい存在
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2009年3月末の目標

①各店舗1名ずつの雇用達成

＝ 全社員が障がいをお持ちの方々と働くことが

当たり前になる企業風土へ

②雇用率のアップ

ありがとうございました。



Ⅳ-2-(2)-⑤（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 古谷氏 資料 

中小企業のＳＲ（組織の社会的責任）と消費者 
 
１．企業と消費者をめぐる現状 

・不祥事の増加 
・製品事故の多発  
・環境問題の深刻化   
・悪質商法による消費者被害の増加  など 
⇒・企業の役割への期待 
・消費者の役割への認識 

   ※行政の役割への期待 
 
２．ＳＲが目指す社会から考える企業の責任と期待 

 ・本業における責任 

・本業を通して果たす責任 

【参考】ＩＳＯ２６０００ ＣＤにおける「社会的責任の7 原則」 

・説明責任 

・透明性 

・倫理的な行動 

・ステークホルダーの利害の尊重 

・法の支配の尊重 

・国際行動規範の尊重 

・人権の尊重 

【参考】ＩＳＯ２６０００ ＣＤにおける「消費者課題」 
課題1：公正なマーケティング，情報及び契約慣行（6.7.3） 

課題2：消費者の安全衛生の保護 （6.7.4） 

課題3：持続可能な消費 （6.7.5） 

課題4：消費者サービス，支援及び紛争解決（6.7.6） 

課題5：消費者データ保護及びプライバシー （6.7.7） 

課題6：必要不可欠なサービスへのアクセス （6.7.8） 

課題 7：教育及び認識 （6.7.9） 

 

３．対立から協働による課題の解決へ 

実践で求められるもの 

・ステークホルダーエンゲージメント 

・ステークホルダーコミュニケーション 



Ⅳ-2-(2)-⑥ 川崎市 環境局地球環境推進室 牧葉子氏 資料 

 

◆「かわさきコンパクト」 
川崎市という地域で共に生活し、活動するわたしたちは、「持続可能な都市づくり、世界に

貢献できる都市づくり」という理念を共有し、それぞれが責任ある行動をとっていくこと

を目指します。 
 市民、企業・組織、NPO、行政等がそれぞれの特徴を活かした役割を積極的に引き受けつ

つ、相互に協働していくことにより、川崎市が直面する課題はもとより国内外の社会問題

や環境問題の解決に貢献していきます。 
「かわさきコンパクト」は、「ビジネス・コンパクト」と「市民コンパクト」から構成され

ます。それぞれの理念・原則に共鳴する事業者や市民の自発的な参加を募り、多様な主体

の協働により様々なプロジェクト等を生み出していきます。 
 
◆推進主体 
公民共同運営の「かわさきコンパクト委員会」が、かわさきコンパクトの普及促進を図り

ます。委員会の運営事務等を行う推進事務局を置き、市民、企業、NPO/NGO、各種団体等

の能力や資源を効果的にコーディネートし、取組みを促進しています｡ 
 
◆ビジネス・コンパクト 
 ビジネス・コンパクトは、川崎市内に本社・事業所を有する企業が、グローバルな経営

環境変化を自らの課題として認識し、社会からの要請を踏まえた主体的な活動を展開して

いくことを促すために策定されました。ビジネス・コンパクトは 9 つの原則のもとに推進

されます。 
 ◇ビジネス・コンパクトの９原則 
原則１：わたしたちは、一人ひとりの人権を大切にします。 
原則２：わたしたちは、全ての働く人を大切にする職場をつくります。 
原則３：わたしたちは、環境問題に対する基本的な活動方針を作り公表します。 
原則４：わたしたちは、環境問題の解決に向けた予防的な活動を展開します。 
原則５：わたしたちは、環境にやさしい技術の開発と普及を促進します。 
原則６：わたしたちは、公正な経済取引の実現に努めます。 
原則７：わたしたちは、安全かつ安心な商品・サービスを提供していきます。 
原則８：わたしたちは、地域社会の一員として、地域社会に貢献していきます。 
原則９：わたしたちは、自らの特徴を活かし国際社会に貢献していきます。 

  
9 原則のうち、いずれかひとつの原則に賛同し実践が可能であれば、ビジネス･コンパクト

に参加することができます。 
 
 



Ⅳ-2-(2)-⑥ 川崎市 環境局地球環境推進室 牧葉子氏 資料 

 

◇ビジネス･コンパクトに参加するメリット 
・かわさきコンパクトのロゴマークを使用して自社の活動を PR できます 
・かわさきコンパクトのホームページ上で自社の活動を PR できます 
・かわさきコンパクトの参加企業どうしの交流ができます 
・消費者・市民から見た企業イメージが向上します 
・従業員の自社への誇りが高まります 
 
◆市民コンパクト 
 市民コンパクトは、環境問題や社会課題の解決に向けた市民の主体的な活動を推進する取

組です。市民コンパクトは 3 つの宣言からなります。 
◇市民コンパクト 3 つの宣言 
宣言 1 私は川崎の町と人と自然を大切にします 
宣言 2 わたしの‘地球温暖化対策’を進めます 
宣言 3 かわさきコンパクト・パートナー企業と協働します  
 
08 年度は、初めての取組として、市民活動団体が市内で行っている活動で、市民コンパク

トの理念につながるものを、「市民コンパクト参加プログラム」として募集し、広く市内に

PR をしていきます。 
 
◇市民コンパクト参加特典 
・かわさきコンパクトのロゴマークを使用し活動を PR できます 
・かわさきコンパクトのホームページ上でプログラムを広報します 
・かわさきコンパクト・パートナー企業へアピールする機会が得られます 
・2009 年 3 月の活動発表会で、市内の企業・市民にプログラムを PR できます 
  
※ビジネスコンパクト詳細 
 
【原則 1】：わたしたちは、一人ひとりの人権を大切にします。 
 わたしたちは、年齢、性別、人種、出身地、国籍、宗教などにより、従業員が経済的･社

会的･文化的に不利な扱いを受ける可能性のある制度や慣行の廃止を目指します。 
 また、企業活動そのものが人権を侵すようなこと、具体的には廃棄物や工場からの排出

物が住民の生活を脅かしたり、生命や健康を害する製品を扱ったりすることは行いません。 
  
【原則 2】：わたしたちは、全ての働く人を大切にする職場をつくります。 
 わたしたちは、従業員が安心して働くことの出来る安全な職場を維持します。さらには、

一人一人の従業員の能力が発揮されやすい制度・ルール、職場従業員の生活と仕事が両立



Ⅳ-2-(2)-⑥ 川崎市 環境局地球環境推進室 牧葉子氏 資料 

 

可能な仕組みづくりを進めます。 
 また、働く人の人権を侵害する強制労働・児童労働などに対して、直接・間接の加担を

することが無いよう、事業活動全体の適切化を進めます。 
 
【原則 3】：わたしたちは、環境問題に対する基本的な活動方針を作り公表します。 
 わたしたちは、事業活動が環境に与える影響について適切に認識した上で、環境問題の

解決に向けて取り組む考え方や活動方針を策定し公表します。 
また、方針が実行に移されることを保障するため、行動計画や客観的なチェックの仕組み

を構築していきます。 
  
【原則 4】：わたしたちは、環境問題の解決に向けた予防的な活動を展開します。 
 わたしたちは、治療よりも予防が望ましいとする「予防的アプローチ」を支持し、たと

え環境に対する影響が科学的に証明されていない場合であっても、環境への影響を最小化

するために必要な行動をとっていきます。 
 また、自らの事業活動から発生する環境負荷を低減するのみならず、環境問題の解決に

向けて、取引先との連携等も積極的に展開します。 
 
【原則 5】：わたしたちは、環境にやさしい技術の開発と普及を促進します。 
 わたしたちは、 環境に優しい技術、すなわち「汚染が少なく、あらゆる資源を持続可能

な方法で利用し、より多くの廃棄物や製品を再利用し、また、より受け入れられやすい形

で残渣廃棄物を取り扱う」ことができる技術の開発を目指します。 
 また、国内外の地域や事業者に対する普及活動を支持し貢献していきます。 
 
【原則 6】：わたしたちは、公正な経済取引の実現に努めます。 
わたしたちは、公正な経済取引の実現を企業経営のトップレベルの優先事項として位置づ

け、ルールづくり、社員研修、チェック体制づくりなどを行うことで、企業として不正行

為を防止する取組みを継続的に行っていきます。 
 またいかなる国や地域においても、職権を用いて便宜を図ってもらおうとする賄賂の提

供などは行いません。 
  
【原則 7】：わたしたちは、安全かつ安心な商品・サービスを提供していきます。 
 わたしたちは、商品・サービスの提供にあたって、人命や健康を損なう重大な責任を負

っていることを常に自覚し、安全・安心な商品・サービスの提供に積極的に取り組みます。 
 またそのために、関連企業や委託先企業など、事業活動全体にわたって品質を保障する

よう心がけます。 
  



Ⅳ-2-(2)-⑥ 川崎市 環境局地球環境推進室 牧葉子氏 資料 

 

【原則 8】：わたしたちは、地域社会の一員として、地域社会に貢献していきます。 
 わたしたちは、地域社会へ迷惑をかけない事業活動を堅守することはもとより、 地域

社会の健全な発展に積極的に貢献していくことを目指します。 
 地域住民への施設開放（グランド等）、お祭り等地域のイベントへの参加、さらには、地

域で活動するボランティアや NPO との協働作業など、自らの特徴を活かしながら地域との

積極的な交流を図っていきます。 
 
【原則 9】：わたしたちは、自らの特徴を活かし国際社会に貢献していきます。 
 わたしたちは、事業活動を展開する相手国の歴史や文化、生活習慣、価値観などを尊重

していくよう努めます。 
 また、貧困、環境問題、強制労働・児童労働など、深刻な課題を抱えている地域に対し

て、自分たちの出来ることを実践していくことで広く国際社会に貢献していきます。 
 
【URL】 
その他詳細については、かわさきコンパクトホームページをご覧ください。 

http://kawasaki-compact.com/index.html 
川崎市の関連ページ 
 http://www.city.kawasaki.jp/30/30kokuse/home/gc/gc01.html 
 




